
　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
ホ
連
保
険

安
心
、安
全
を
サ
ポ
ー
ト

災
害
時
の
利
益
減
少
を
補
償

お役に立ちますＪＴＢ旅連事業
　
新
商
品

地
震
リ
ス
ク
に
対
応

取
引
先
営
業
休
止
や

道
路
遮
断
も
カ
バ
ー

キャッシュレス・消費者還元事業

Ｃ→ＲＥＸ

クレジット加盟店手数料を補助

支
払
保
険
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額
　

駐
車
場
事
故
　

食
中
毒
事
故
　

ト
コ
ジ
ラ
ミ
駆
除
費
用
特
約

利
益
補
償
保
険
　

自
然
災
害
一
時
金
支
払
特
約

２
０
１
９
保
険
年
度
の
改
定
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旅
ホ
連
保
険
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
連
事
業
は
、
旅
館

・
ホ
テ
ル
の
日
常
業
務
で
起
こ

り
や
す
い
施
設
事
故
、
生
産
物

事
故
、
受
託
物
事
故
を
総
合
的

に
補
償
す
る
「
旅
館
ホ
テ
ル
ワ

イ
ド
保
険
」
と
宿
泊
客
の
過
失

に
よ
る
破
損
事
故
を
補
償
す
る

「
宿
泊
客
個
人
賠
償
責
任
保

険
」
を
基
本
に
旅
ホ
連
会
員
専

用
の
施
設
賠
償
責
任
保
険
を
展

開
。
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
故

事
例
か
ら
、
こ
れ
ら
の
保
険
で

は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
被
害
を
補

償
す
る
補
完
保
険
８
種
と
、
さ

ら
に
よ
り
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー

す
る
特
約
も
提
供
し
て
い
る
。

　
今
年
度
（
２
０
１
８
保
険
年

度
）
は
、
補
完
保
険
の
災
害
時

被
災
者
対
応
保
険
の
う
ち
ト
コ

ジ
ラ
ミ
駆
除
費
用
担
保
特
約
加

入
条
件
を
緩
和
し
た
。
従
来
は

別
の
消
毒
費
用
担
保
特
約
加
入

が
条
件
と
な
っ
て
い
た
。ま
た
、

同
保
険
の
消
毒
費
用
担
保
特
約

の
対
象
に
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
に
よ

る
消
毒
を
含
め
た
。

　
昨
年
度
（
２
０
１
７
保
険
年

度
）
の
事
故
件
数
と
支
払
保
険

金
額
を
み
る
と
、
件
数
は
ほ
ぼ

同
件
数
４
１
３
９
件
（
対
前
年


・
７
％
）
、
支
払
保
険
金
額

は
４
億
７
５
３
６
万
円
（
対
前

年

・
７
％
）
で
、
前
年
度

（
２
０
１
６
保
険
年
度
）
に
比

べ
、支
払
保
険
金
額
は
減
少
し
、

過
去

年
間
で
最
も
低
い
値
と

な
っ
た
。
事
故
種
類
別
の
件
数

で
は
、
例
年
同
様
に
宿
泊
客
個

人
賠
償
責
任
保
険
が
全
体
の
５

割
近
く
を
占
め
最
も
多
い
。
支

払
保
険
金
で
は
、
施
設
管
理
事

故
、受
託
物（
駐
車
場
）事
故
、

宿
泊
客
個
人
賠
償
責
任
事
故
が

そ
れ
ぞ
れ
２
割
ほ
ど
で
全
体
の

６
割
近
く
を
占
め
、
２
億
７
２

８
８
万
円
と
な
っ
た
。
な
お
、

受
託
物
（
駐
車
場
）
事
故
は
増

加
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

　
駐
車
場
関
連
の
事
故
は
、
受

託
物
（
駐
車
場
）
事
故
と
駐
車

場
保
険
の
対
象
と
な
る
事
故
の

合
算
と
な
り
、
支
払
保
険
金
は

全
体
の
３
割
以
上
、
１
・
５
億

円
超
と
最
も
多
い
。
事
故
内
容

は
、
従
業
員
に
よ
る
運
転
ミ
ス

が
事
故
の
大
半
を
占
め
、ま
た
、

従
業
員
の
誘
導
ミ
ス
に
よ
る
損

傷
も
頻
発
し
て
い
る
。

　
駐
車
場
で
の
自
動
車
の
盗
難

・
損
傷
事
故
は
旅
館
ホ
テ
ル
ワ

イ
ド
保
険
の
受
託
物
（
駐
車
場

事
故
）
で
補
償
さ
れ
る
が
（
１

事
故
当
た
り

～
１
０
０
万
円

の
補
償
）
、
こ
れ
を
超
え
る
補

償
は
補
完
保
険
の
駐
車
場
保
険

で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
当
年
度
は
食
中
毒
事
故
に
よ

る
保
険
金
支
払
は
な
か
っ
た

が
、
発
生
し
た
場
合
は
被
害
者

へ
の
損
害
賠
償
だ
け
で
な
く
、

信
頼
と
売
り
上
げ
の
回
復
ま
で

多
大
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

費
用
が
必
要
と
な
る
。

　
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
関
係

は
旅
館
ホ
テ
ル
ワ
イ
ド
保
険
が

補
償
す
る
。
ま
た
、
被
災
者
対

応
や
お
詫
び
広
告
な
ど
に
関
わ

る
各
種
費
用
に
つ
い
て
は
災
害

時
被
災
者
対
応
保
険
、
営
業
停

止
等
に
よ
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
の

営
業
損
失
に
関
し
て
は
食
中
毒

・
特
定
感
染
症
休
業
補
償
保
険

で
補
償
す
る
。

　
ま
た
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
食
中
毒
の
場
合
に
は
旅
館
ホ

テ
ル
ワ
イ
ド
保
険
の
「
初
期
対

応
費
用
」
で
対
象
と
な
る
こ
と

が
あ
り
、
さ
ら
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル

ス
と
特
定
感
染
症
（
１
、２
、３

類
）
発
生
時
の
消
毒
費
用
を
補

償
す
る
「
施
設
消
毒
費
用
担
保

特
約
」の
加
入
も
薦
め
て
い
る
。

　
会
員
の
強
い
要
望
に
よ
り
発

売
し
た
「
ト
コ
ジ
ラ
ミ
駆
除
費

用
保
険
」
は
、
昨
年
度
の
支
払

い
保
険
金
が

件
（
対
前
年
１

１
１
・
１
％
）
で
５
４
４
５
万

円
（
対
前
年
１
６
０
・
３
％
）

と
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

　
支
払
限
度
額
は
１
事
故
３
０

０
万
円
で
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
で

の
ト
コ
ジ
ラ
ミ
（
南
京
虫
）
の

発
生
し
た
場
合
の
駆
除
費
用
や

代
替
宿
泊
費
用
が
支
払
わ
れ

る
。
ま
た
、
自
主
的
な
駆
除
、

消
毒
の
保
険
金
は
支
払
わ
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
東
京
海

上
日
動
火
災
保
険
の
指
定
業
者

の
利
用
が
原
則
と
な
る
。

　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
連
事
業
は
、
訪
日

外
国
人
の
増
加
に
伴
い
、
全
国

的
に
外
国
人
客
受
け
入
れ
の
多

い
施
設
で
は
ト
コ
ジ
ラ
ミ
に
よ

る
被
害
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い

る
の
で
加
入
を
勧
め
て
い
る
。

　
雪
害
や
風
水
害
な
ど
の
自
然

災
害
（
地
震
・
津
波
除
く
）
に

よ
り
施
設
に
損
害
を
被
っ
た
こ

と
に
よ
り
売
り
上
げ（
利
益
）が

減
少
し
た
場
合
に
対
象
と
な
る

利
益
補
償
保
険
（
左
下
表
、
そ

の
他
補
完
保
険
に
分
類
）
の
支

払
保
険
金
額
が
こ
こ
数
年
、
増

加
傾
向
に
あ
る
。

　

年
は
西
日
本
豪
雨
を
は
じ

め
と
す
る
大
型
台
風
や
地
震
な

ど
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
発
生

し
た
年
で
あ
っ
た
。
近
年
多
発

し
て
い
る
自
然
災
害
時
（
地
震

な
ど
を
除
く
）
の
利
益
の
減
少

を
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

が
、
「
利
益
補
償
保
険
」
だ
。

　
台
風
や
豪
雪
と
い
っ
た
自
然

災
害
に
よ
り
宿
泊
施
設
建
物
が

被
害
を
受
け
、
休
業
せ
ざ
る
を

得
な
い
場
合
の
売
り
上
げ
の
減

少
を
補
償
す
る
保
険
と
し
て
、

想
定
外
の
積
雪
に
よ
っ
て
施
設

の
屋
根
が
被
害
を
受
け
、
半
年

間
以
上
休
業
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
加
入
施
設
に
対
す
る
３
千
万

円
以
上
の
支
払
い
例
も
あ
る
。

　
一
般
的
な
契
約
と
比
べ
保
険

料
が
約
２
割
程

度
割
り
引
か
れ

て
お
り
、ま
た
、

災
害
被
害
を
受

け
た
初
日
か
ら

休
業
損
失
を
補

償
で
き
る
点
な

ど
よ
り
利
用
し

や
す
い
充
実
し

た
補
償
内
容

だ
。

　
こ
の
利
益
補
償
保
険
に
は
２

０
１
６
保
険
年
度
か
ら
、
災
害

に
よ
っ
て
建
物
に
被
害
が
な
い

場
合
で
も
所
在
地
域
に
避
難
指

示
が
出
れ
ば
売
り
上
げ
の
減
少

を
補
償
す
る
独
自
の
特
約
も
設

定
さ
れ
て
い
る
。

　
自
然
災
害
一
時
金
支
払
特
約

は
、
施
設
が
所
在
す
る
市
区
町

村
か
ら
避
難
指
示
が
発
令
さ

れ
、
そ
の
後
７
日
間
の
売
上
高

が
前
年
の
前
年
同
期
の

％
以

下
と
な
っ
た
場
合
に
、
売
上
高

の
減
少
額
の
一
定
割
合
を
保
険

金
と
し
て
支
払
う
特
約
だ
。
こ

の
特
約
を
付
帯
す
る
こ
と
に
よ

り
、
土
砂
災
害
に
よ
っ
て
施
設

へ
の
道
路
が
遮
断
さ
れ
た
場
合

や
、
風
評
被
害
に
よ
っ
て
客
足

が
減
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど

に
も
補
償
が
可
能
と
な
る
。

　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
連
事
業
は

年


月
か
ら
の
新
保
険
年
度
か
ら
一

部
改
定
を
実
施
し
、
よ
り
加
入

し
や
す
く
利
用
し
や
す
い
商
品

提
供
を
通
し
て
加
入
促
進
を
進

め
る
。
災
害
時
被
災
者
対
応
保

険
の
ト
コ
ジ
ラ
ミ
駆
除
費
用
担

保
特
約
の
保
険
金
請
求
要
件
と

し
て
、
保
健
所
へ
の
届
出
が
必

須
だ
っ
た
が
、
新
保
険
年
度
か

ら
、
届
出
が
不
要
と
な
る
。

　
詳
し
く
は
、
７
月
に
配
布
予

定
の
２
０
１
９
保
険
年
度
「
Ｊ

Ｔ
Ｂ
旅
ホ
連
保
険
の
ご
案
内
」

に
掲
載
さ
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
連
事
業

で
は
、
全
国
各
支
部
の
宿
泊
増

売
連
絡
会
議
な
ど
で
事
業
説
明

会
を
開
催
し
「
保
険
説
明
会
」

や
「
保
険
事
故
事
例
勉
強
会
」

な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

　ＪＴＢ旅連事業は、「ＪＴＢ旅ホ連
会員の皆さまの安心をサポート」「Ｊ
ＴＢ旅ホ連の『宿泊増売』をバックア
ップ」を基本理念に、①会員に役立つ
サービス事業の推進②旅ホ連活動の強
化に向けた支援③ＪＴＢグループの一
員としての貢献―を進めている。中心
となる事業にスポットをあてた。

Ｃ
↓
Ｒ
Ｅ
Ｘ
端
末

事業継続あんしん地震保険
のパンフレット

　
Ｊ
Ｔ
Ｂ
は
、
宿
泊
施
設
や

土
産
店
な
ど
の
観
光
関
連
施

設
に
提
供
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
「
Ｃ
↓
Ｒ

Ｅ
Ｘ
」
で
、
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
・
消
費
者
還
元
事
業
」

に
参
画
す
る
決
済
事
業
者
と

し
て
の
登
録
準
備
を
進
め
て

い
る
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
消
費

者
還
元
事
業
と
は
、

月
１

日
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に

伴
う
、
需
要
平
準
化
対
策
と

し
て
経
済
産
業
省
が
主
管
す

る
事
業
だ
。

月
１
日
か
ら

来
年
６
月
末
ま
で
の
９
カ
月

間
、資
本
金
５
千
万
円
以
下
、

ま
た
は
従
業
員
数
２
０
０
人

以
下
（
旅
館
業
の
場
合
）
の

中
小
・
小
規
模
事

業
者
を
対
象
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
端
末
導
入
費

用
や
決
済
手
数
料

を
国
が
補
助
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
手
段
導
入
の
支

援
を
す
る
と
と
も

に
、
対
象
店
舗
で

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

支
払
い
を
し
た
消

費
者
（
宿
泊
者
な

ど
）
へ
の
５
％
の

ポ
イ
ン
ト
還
元
の

メ
リ
ッ
ト
で
、
国

が
推
進
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
比
率
を
高
め
て
い
こ

う
と
い
う
も
の
。

　
自
国
通
貨
建
決
済
（
Ｄ
Ｃ

Ｃ
）
や
安
心
の
タ
ッ
チ
決
済

（
Ｎ
Ｆ
Ｃ
）
な
ど
で
の
訪
日

外
国
人
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
と
と
も
に
、
邦
人
客
に
よ

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

の
拡
大
に
向
け
、
ま
す
ま
す

選
ば
れ
る
端
末
を
目
指
す
。

　
２
０
１
６
年
４
月
の
熊
本

地
震
、
昨
年
は
６
月
の
大
阪

府
北
部
地
震
、
９
月
の
北
海

道
胆
振
東
部
地
震
な
ど
こ
こ

数
年
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６

を
超
え
る
地
震
が
多
発
し
て

お
り
、
今
後
も
南
海
ト
ラ
フ

地
震
、
東
海
地
震
と
い
っ
た

大
地
震
が
起
き
る
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
旅
館
・

ホ
テ
ル
が
大
規
模
災
害
に
遭

う
と
、
売
り
上
げ
減
少
や
急

な
出
費
に
見
舞
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
連
事
業

は
今
年
４
月
か
ら
、
従
来
の

Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
ホ
連
保
険
で
は
カ

バ
ー
し
き
れ
な
か
っ
た
大
規

模
震
災
の
「
事
業
継
続
リ
ス

ク
」
対
策
と
し
て
団
体
保
険

商
品
「
事
業
継
続
あ
ん
し
ん

地
震
保
険
」
を
発
売
し
た
。

建
物
や
設
備
の
損
壊
の
ほ

か
、
直
接
的
な
物
的
被
害
が

な
い
取
引
先
の
営
業
休
止
や

道
路
の
遮
断
な
ど
に
よ
り
減

少
し
て
し
ま
う
営
業
利
益
を

補
償
す
る
保
険
だ
。

　
新
商
品
は
「
Ｂ
Ｃ
Ｐ
地
震

補
償
保
険
」
と
「
特
定
地
震

危
険
補
償
利
益
保
険
」
の
２

種
類
。
加
入
の
際
に
は
観
測

点
と
な
る
震
度
計
と
保
険
金

額
（
補
償
限
度
額
）
を
設
定

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
地
震
補
償
保
険

「
ベ
ー
シ
ッ
ク
プ
ラ
ン
」
は

震
度
６
以
上
の
場
合
に
保
険

金
額
１
０
０
％
を
限
度
に
補

償
す
る
。例
え
ば
、神
奈
川
県

所
在
の
震
度
計
を
指
定
し
、

１
千
万
円
の
補
償
に
加
入
す

る
場
合
、
保
険
料
は
年
間


万
円
だ
。
も
う
一
つ
の
「
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
プ
ラ
ン
」は
、

震
度
６
弱
と
６
強
で

％
、

震
度
７
以
上
で
は
１
０
０
％

の
補
償
限
度
額
で
、
前
述
と

同
じ
条
件
で
保
険
料
は
年
間


万
円
と
な
る
。

　
一
方
、
特
定
地
震
危
険
補

償
利
益
保
険
は
、
特
定
地
域

や
特
定
大
規
模
震
災
を
指
定

し
、
一
定
規
模
以
上
の
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
を
観
測
し
た
場

合
に
支
払
い
対
象
と
な
る
。

　
利
益
を
補
償
す
る
通
常
の

保
険
で
は
、
収
益
の
減
少
額

が
確
定
し
た
後
に
保
険
金
が

支
払
わ
れ
る
の
で
受
け
取
る

ま
で
時
間
を
要
す
る
場
合
が

あ
る
。
事
業
継
続
あ
ん
し
ん

地
震
保
険
は
、
地
震
発
生
後


日
以
内
に
契
約
時
約
定
し

た
保
険
金
を
仮
払
い
す
る
た

め
、
損
害
額
の
確
定
を
待
た

ず
に
当
面
の
運
転
資
金
と
し

て
保
険
金
を
活
用
で
き
る
。

そ
の
後
、
仮
払
い
金
額
と
実

際
の
利
益
減
少
額
と
の
差
額

を
精
算
す
る
。


